
尾張旭市監査公表第１２号 
令和８年１月６日付け尾張旭市監査公表第１号をもって公表した定例監査結果報告

について、令和８年２月５日付け７こ家第４１０号で市長から措置を講じた旨の通知

がありましたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規

定により次のとおり公表します。 
令和８年３月３日 
 

尾張旭市監査委員　山　田　義　浩　　　　　 
 
 
　    　　　　　　　　　　　　　　尾張旭市監査委員　市　原　誠　二　　　　　 

 
こども子育て部こども家庭課・こどもの発達センター 

 監 査 の 指 摘 事 項 措　置　状　況

 令和７年度尾張旭市親子支援教室事業

委託契約締結について、令和７年４月９日

付けで起案したが、専決権者（所長）の決

裁を得ないまま、同日、契約を締結してい

た。なお、決裁を受けたのは、同月１０日

であった。 
契約事務を適切に実施されたい。

　指摘事項について、課内で共有を図る

とともに、改めて契約事務の流れを確認

した。 
　今後は、契約事務の理解を徹底すると

ともに、尾張旭市契約規則に沿った事務

を適切に行うよう再発防止に努める。

 尾張旭市会計規則（昭和５８年尾張旭市

規則第１１号）第３６条により、委託料に

ついて支出負担行為として整理する時期

は、契約を締結するときとされている（単

価契約及び１件の金額が５０万円以下の

支出負担行為で支出負担行為兼支出命令

書によるものを除く。）。 
しかしながら、発達支援連携事業委託

（総価契約、契約額１，４６７，６００円）

について、支出負担行為を決議しないま

ま、令和７年４月１日付けで契約を締結し

ていた。 
会計事務を適切に実施されたい。

　指摘事項について、課内で共有を図る

とともに、改めて会計事務の流れを確認

した。 
　今後は、会計事務の理解を徹底すると

ともに、尾張旭市会計規則に沿った事務

を適切に行うよう努める。 
　なお、支出負担行為の決議が必要な事

務については、データを格納するフォル

ダ内に注意喚起のメモを作成し、再発防

止に努める。

 尾張旭市職員被服貸与規程（昭和４６年

尾張旭市訓令第１号。以下「被服貸与規程」

という。）第１条の規定により、職務執行

に必要な被服の貸与を受けるのは、尾張旭

市職員定数条例（昭和３２年旭町条例第１

号）第１条に規定する職員（常時勤務する

職員）である。しかしながら、同課は、ピ

子育て支援施設で働く職員が所属する

他の課とも連携し、常時勤務する職員・会

計年度任用職員を問わず、施設で働く職

員に被服の貸与が必要かを、視認性・識別

性・衛生面などの面から多角的に検討す

る。 
また、人事課と協議し、会計年度任用職



 ンポンパン教室及び子育て支援センター

の会計年度任用職員（地方公務員法（昭和

２５年法律第２６１号）第２２条の２第１

項に規定される職員をいう。以下同じ。）

について、非常勤の職員であるにもかかわ

らず、被服を貸与していた。 
これは、児童や保護者が、常勤・非常勤

を問わず、ピンポンパン教室及び子育て支

援センターの職員を容易に認識できるよ

う、同課が、独自の解釈で、被服の貸与に

ついて、被服貸与規程を会計年度任用職員

にも準用しているものとのことであった。 
この点、被服貸与規程に会計年度任用職

員への被服貸与が認められるとうかがわ

せる文言があるとはいえないが、同課が会

計年度任用職員に被服を貸与している理

由には、市民サービスに資する相応の合理

性があると考えられる。よって、同課にお

いては、今一度、会計年度任用職員への被

服貸与その他の解決策について検討し、貸

与が必要なのであれば、それが明らかに可

能なものとなるよう、制度所管課である人

事課と協議の上、対処されたい。

員への被服貸与を可能とするよう、被服

貸与規程の改正を検討する旨の回答を得

た。 
　検討後の措置については、措置次第、改

めて報告する。

 尾張旭市契約規則（昭和５３年尾張旭市

規則第１９号。以下「契約規則」という。）

第３２条により、同条第１号から第７号ま

でに掲げる場合のほか、契約の相手方が契

約を履行しないこととなるおそれがない

と市長が認めるときにも、契約保証金の全

部又は一部を免除することができる（同条

第８号）。 
こども家庭課は、尾張旭市産後ケア事業

業務委託及びすくすく赤ちゃん訪問事業

（専門職訪問指導）業務委託の契約につい

て、何ら理由を示して伺うことのないま

ま、契約の相手方が契約を履行しないこと

となるおそれがないとして、同号の規定に

より契約保証金を免除としていた。 
契約事務を適切に実施されたい。

指摘事項について、改めて契約の相手

方及び尾張旭市契約規則第３２条の内容

を確認の上、適切な号の規定又は理由を

示した上での契約事務を行う。

 契約規則第２５条の２により、随意契約

による契約をしようとするときは、２人以

指摘事項について、契約規則第２５条

の２により、随意契約による契約を行う



 上の者から見積書を徴さなければならな

い。一方、法令によって、価格の定められ

ているもの及び契約金額の総額が１０万

円を超えないものその他市長が必要でな

いと認めたときは、この限りでないとされ

ている（同条ただし書）。 
しかしながら、同課は、子どもへの暴力

防止プログラム研修の業務委託（設計金額

９５１，５００円）について、何ら理由を

示して伺うこともないまま一者からの見

積徴取で契約していた。 
また、すくすく赤ちゃん訪問事業（専門

職訪問指導）業務委託、乳幼児健康診査業

務委託、３歳児健康診査における視機能検

査業務委託及び６歳臼歯保護育成事業業

務委託は、保険診療点数を参考にして関係

団体と協議の上、単価を決定していること

から見積徴取を省略する旨伺っていたが、

いずれも当該単価の分かる資料の添付が

ないまま決裁を得た上、契約を締結してい

た。 
契約事務を適切に実施されたい。

場合は、２者以上の者から見積書を徴収

するとともに、同条ただし書により１者

からの見積徴収とする場合には、その理

由を明示した上で、施行する。 
見積徴取を省略する業務委託契約事務

において、単価の決定に係る協議・積算に

関する資料の添付を徹底する。

 同課における令和７年度の郵便切手等

金券類の受入れ及び使用状況について確

認したところ、令和７年４月に２６円切手

を２０枚、１１０円切手を１２０枚、　　

１４０円切手を３６枚、１８０円切手を　

３６枚、レターパックライト（４３０円）

を３枚購入し受け入れたにもかかわらず、

令和７年９月末時点でも使用されないま

まであった。 
購入した理由等を確認したところ、同年

度に新しい課として設置されたことから、

急ぎの郵便や受取郵便の料金不足で使う

予定で購入したものの、購入枚数について

は具体の積算はなく、年度末までに全てを

使用する蓋然性は高くないとのことであ

った。 
経済性の観点から、郵便切手等金券類

は、購入の都度在庫数を確認の上、必要枚

数を計画的に購入すべきである。 
金券類等取扱事務を適切に実施された

郵便切手等金券類の購入に際しては、

会計年度独立の原則を念頭に置き、在庫

確認の上、必要枚数の積算を行い、計画的

に購入する。



 い。


